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鳥取市宅地開発指導要綱 

平成１０年３月２０日制定 

平成１０年３月２３日告示 

改正 平成１７年３月３１日告示第１１１号 

令和３年３月２９日告示第２３９号 

（目的） 

第１条 この要綱は、鳥取市の良好な都市の形成と無秩序な開発を防止し、適正な土地利用を

図るとともに、宅地開発に一定の基準を設けることによって公共施設、公益施設等を整備し、

もって市民福祉の増進に寄与し機能的な都市生活の実現を図ることを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 開発行為 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う一

団の土地における土地の区画形質の変更をいう。 

（２） 開発区域 開発行為を行う土地の区域全体をいう。 

（３） 開発関連区域 開発区域に関連して一体的に整備する必要がある区域をいう。 

（４） 公共施設 道路、河川、運河、水路、下水道、公園、広場、緑地及び消防の用に供

する貯水施設その他公共の用に供する施設をいう。 

（５） 公益施設 教育施設、行政施設、福祉施設、上水道施設その他の施設で居住者の共

同の利便のために必要な施設をいう。 

（６） 事業者 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）に基づく許可等を受けて開発行

為を行う者をいう。 

（原則） 

第３条 開発行為は鳥取市の定める都市計画及び総合計画に従い計画的に行われなければな

らない。 

２ 事業者は、開発行為に伴い必要となる公共施設、公益施設等について整備しなければなら

ない。 
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（適用範囲） 

第４条 この要綱は、次の各号のいずれかに該当する開発行為に適用する。 

（１） 都市計画法第２９条の規定に基づく開発行為であって、次に掲げるもの 

ア 市街化区域内において行う１，０００平方メートル以上のもの 

イ 市街化調整区域内において行うもの 

ウ 区域区分が定められていない都市計画区域内において行う３，０００平方メートル以

上のもの 

エ 都市計画区域外の区域内において行う１ヘクタール以上のもの 

（２） 同一事業者が個別に行う開発行為（事業者が異なる場合であっても共同開発として

計画された開発行為を含む。）であっても、時間的（完了告示後３年以内）かつ場所的に

隣接して行われるもので、かつ、合算した面積が、市街化区域内においては１，０００平

方メートル以上、区域区分が定められていない都市計画区域内においては３，０００平方

メートル以上又は都市計画区域外の区域内においては１ヘクタール以上のもの 

（３） 開発区域内において公共施設及び公益施設を整備する開発行為 

（４） 駐車場及び資材置場等により農地転用（造成）を行い、農地転用許可後３年以内に

行う開発行為であって、開発区域の面積が、市街化区域内においては１，０００平方メー

トル以上、区域区分が定められていない都市計画区域内においては３，０００平方メート

ル以上又は都市計画区域外の区域内においては１ヘクタール以上のもの 

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長がこの要綱を適用することが妥当であると認める

開発行為 

（事前協議） 

第５条 前条に定める開発行為を行おうとする事業者は、公共施設及び公益施設の設計、管理、

帰属等について開発行為事前協議申請書（様式第１号）により、当該開発行為の許可の申請

を行う前に、市長と協議しなければならない。 

２ 前項の事前協議書には、次に掲げる図書を添付するものとする。 

（１） 開発区域図 
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（２） 造成計画平面図 

（３） 造成計画横断面図 

（４） 土地の公図の写し 

（５） 土地の登記事項証明書 

（６） 現況写真 

（７） その他市長が必要と認める図書 

（事前協議の通知） 

第６条 市長は、事業者から申請された事前協議書に基づく協議をした場合は、事業者に開発

行為事前協議通知書（様式第２号）により通知するものとする。 

２ 前項の協議の通知後、正当な理由なく１年以上法令に基づく許可申請等の手続が行われな

いときは、当該事前協議書は効力を失うものとする。 

（周辺住民及び利害関係者との調整） 

第７条 事業者は、開発行為の許可申請に先立ち、開発区域の周辺住民及び利害関係者に対し

て当該事業計画の内容について周知し、充分な理解を得るよう努めなければならない。 

（公害及び災害の防止） 

第８条 事業者は、工事中の騒音、振動、砂塵等の公害及び災害の防止措置を執るとともに、

市長が必要と認めた場合は、事業者が周辺区域及びその環境に及ぼす影響を事前に調査し、

基準資料を提出するものとする。 

（開発行為の施行等に関する同意） 

第９条 事業者は、開発行為を施行し工事を実施する場合は権利者の同意を得て、開発行為の

施行等に関する同意書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

（開発行為の施行） 

第１０条 事業者は、別に定める技術的指導基準に基づき、開発行為を施行しなければならな

い。ただし、都市計画決定されている都市施設の整備については、同基準にかかわらず、当

該都市計画決定どおり施行するものとし、その経費については、市長と事業者が協議して定

めるものとする。 
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（計画人口及び敷地の規模） 

第１１条 良好な都市形成と地区住民の生活環境保全のため、事業者は開発計画の策定に当た

っては別に定める基準により、適正な敷地の規模及び計画人口を定めてこれに基づく各施設

計画を策定するものとする。 

（公共施設及び公益施設の管理、帰属） 

第１２条 開発行為により新たに設置される公共施設及び公益施設の用に供する土地につい

ては、第１０条の協議したもの及び事業者が自ら管理するものを除き、本市に帰属するもの

とする。 

２ 事業者は、前項の帰属に必要な書類を都市計画法第３６条の規定に基づく工事完了検査前

に市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、正当な理由がなく前項の書類の提出がない場合にあっては、工事検査を一時、保

留することがある。 

（街区等の設置） 

第１３条 街区の設置は、次に定めるところによる。 

（１） 街区の大きさは、開発区域の規模、形状等を考慮して定めるものとし、標準的な住

宅街区として長辺８０メートルから１２０メートル程度、短辺３０メートルから５０メー

トル程度とすること。 

（２） 区画は、土地の有効利用を考慮して設計すること。 

（３） 開発行為の完了した区画については、工事完了の検査後３年間は区画形態の変更を

しないこと。 

（４） その他別に定める技術的指導基準に適合していること。 

（安全措置） 

第１４条 事業者は、開発区域内に地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水の多い土地その他こ

れらに類する土地が存するときには、地盤の改良、擁壁の配置等の安全上必要な措置を講じ

なければならない。 
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（道路の設置） 

第１５条 道路の設置は、次に定めるところによる。 

（１） 都市計画において定められた道路及び開発区域外の道路の機能を阻害することなく、

かつ、開発区域外にある道路と接続する必要があるときは、当該道路と接続してこれらの

道路の機能が有効に発揮されるよう設計されていること。 

（２） 道路の計画及び設計は、道路構造令（昭和４５年政令第３２０号）の規定によるほ

か、別に定める技術的指導基準によること。 

（３） 都市計画法第３６条の規定による開発事業の完了後は、当該開発区域に係る道路は、

完了公告の翌日より３年間は掘削しないこと。 

（排水施設の設置） 

第１６条 排水施設の設置は、次に定めるところによる。 

（１） 開発行為に伴って必要となる排水施設は、排水可能な地点まで事業者の負担で整備

すること。 

（２） 排水施設の規模は、開発区域のみならず、将来の開発計画を勘案した排出量により

定めること。 

（３） 放流先の河川及び下水道の通水能力がなく、新設される排水施設からの放流が困難

な場合は、開発区域の面積に応じ、必要な調整能力を有する雨水調整施設などを設置する

こと。 

（４） ５ヘクタール以上又は２００戸以上の計画戸数の開発行為を行う場合には、新たに

下水道施設（終末処理場及び管渠をいう。以下同じ。）を設置すること。この場合におい

て、当該施設は分流式で計画し、かつ、開発規模、計画人口等から想定される汚水を処理

できるよう別に定める技術的指導基準により設置するものとする。 

（５） 前号の規定による終末処理施設により処理された放流水の水質は、水質汚濁防止法

（昭和４５年法律第１３８号）、鳥取県公害防止条例（昭和４６年鳥取県条例第３５号）

その他関連する法令及び条例等に定めるところによること。 

（６） 下水道認可区域内において事業完了後２年以内に公共下水道に接続可能である場合
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には、事業者は、先行して市の公共下水道計画に適合するよう下水道施設を設置すること。 

（７） その他別に定める技術的指導基準によること。 

（河川、水路等） 

第１７条 事業者は、開発区域内に河川又は水路（以下「河川等」という。）が含まれる場合

には、事前に河川等の管理者と協議しなければならない。 

２ 事業者は、当該河川等に改修計画がある場合は、河川等になる区域の土地を河川等用地と

して確保しなければならない。 

（公園等の設置） 

第１８条 公園等の設置は、次に定めるところによる。 

（１） 開発区域の面積が０．３ヘクタール以上５ヘクタール未満の開発行為にあっては、

当該開発区域の面積の合計の３パーセントに当たる面積以上の公園、緑地又は広場を設け

ること。 

（２） 開発区域の面積が５ヘクタール以上の開発行為にあっては、都市計画法施行規則（昭

和４４年建設省令第４９号）第２１条第１号で定めるところにより、１か所につき３００

平方メートル以上の面積であり、かつ、その面積の合計が開発区域の面積の合計の３パー

セント以上の公園を設けること。 

（３） 同一事業者が個別に行うもの（事業者が異なる場合であっても共同開発として開発

されたものを含む）であっても、時間的（完了告示後３年以内）かつ場所的に隣接して行

われる開発行為で、合算した面積が実測０．３ヘクタール以上になる場合は開発区域の面

積の３パーセント以上の公園、緑地、広場及びその他公共の用に供する空地を設けること。 

（４） その他別に定める技術的指導基準によること。 

（消防水利の設置） 

第１９条 事業者は、開発規模及び開発区域の周辺の状況に応じ消防法（昭和２３年法律第１

８６号）に基づく消防水利基準により必要な消防水利施設を設けなければならない。 

２ 事業者は、前項の水利施設の種別について消火栓のみに偏することのないよう、市長と協

議しなければならない。 
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（上水道の設置） 

第２０条 事業者は、開発行為に関連する上水道施設について水道事業管理者と協議の上、事

業者の負担で必要な整備を行なわなければならない。 

２ 事業者は、開発区域内において本市の上水道及び簡易水道に接続して給水を受ける場合は、

当該計画策定前に施設管理者と協議して給水の同意を得なければならない。 

（学校施設、保育施設の用に供される土地） 

第２１条 事業者は、開発区域内に学校施設、保育施設の用に供する土地を確保することにつ

いて市長が特に必要と認めるときは、市長に協力しなければならない。 

（その他の公益施設） 

第２２条 事業者は、１．２ヘクタール以上の開発行為を行う場合、集会所又はこれに類する

ものの用に供する土地を開発区域内に１２０平方メートル以上確保するよう努めなければ

ならない。 

２ 事業者は照明施設、道路反射鏡その他安全施設について、市長が必要と認める場合は、開

発区域内に当該施設を設置しなければならない。 

（農業施設の保全） 

第２３条 事業者は、開発区域内からの排水を農業用水路に流入させないよう努めなければな

らない。ただし、事業者の責任において、排水を農業用水路に流入させる際に、当該水路の

水利組合、土地改良区又は農事実行組合等と協議し、充分な理解が得られていると認められ

る場合は、この限りでない。 

２ 事業者は、開発区域内に農業水路がある場合は、当該水路の水利組合、土地改良区又は農

事実行組合等と協議し、同意を得るとともに、その機能を損なわないよう措置しなければな

らない。 

３ 開発区域内からの汚水、廃棄物等の排出等に起因して、農作物や農用地に被害を与えたと

きは、事業者の責任において措置するものとする。 

４ 事業者は、開発区域内の農道について、地域の実情を考慮し、耕作上その機能を損なわな

いよう措置しなければならない。 



8 

（自然環境の保護） 

第２４条 事業者は良好な住宅環境を保全するため、現状の樹木等を利用した計画を立てると

ともに斜面及びのり法面の緑地化を図り、地区住民が自然を享受できるよう配慮しなければ

ならない。 

（文化財等の保護） 

第２５条 事業者は、周知の埋蔵文化財包蔵地において開発行為を行う場合には、事前に鳥取

市教育委員会と協議するとともに、着工６０日前までに文化財保護法（昭和２５年法律第２

１４号）第５７条の２の規定により、届出をしなければならない。当該土地の周辺において

開発行為を行う場合についても、事前に鳥取市教育委員会と協議しなければならない。 

２ 事業者は、開発行為に伴って、住居跡、古墳、その他遺跡と認められるもの及び埋蔵物を

発見したときは、直ちに工事を中断し、鳥取市教育委員会と協議しなければならない。 

（緩衝帯の設置） 

第２６条 事業者は、開発区域内に製造、加工、修理及び再生を行う工場等を設置するときは、

当該敷地面積に応じて、法令、条例等の基準により、緩衝帯（環境を保全し、公害予防に有

効な植栽帯をいう。以下同じ。）を設けなければいけない。また、開発区域が前述の工場等

に隣接する場合も同様とする。 

２ 緩衝帯は原則として同一の幅員で設けるものとし、他の目的に供してはならない。 

（電柱の設置） 

第２７条 電柱は原則として公共施設外に設置しなければならない。 

（開発行為の廃止） 

第２８条 事業者は、開発行為を廃止しようとするときは、当該開発行為の廃止に伴って災害

が生じないよう必要な措置を講じなければならない。 

（報告、勧告等） 

第２９条 市長は、事業者に対し必要があるときは、資料の提出若しくは報告を求め、又は必

要な勧告若しくは助言をすることができる。 
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（適用除外） 

第３０条 この要綱は、国、地方公共団体、又はこれらに準ずるものが事業者である場合にお

いては適用しない。 

（その他） 

第３１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年３月３１日告示第１１１号） 

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月２９日告示第２３９号） 

この要綱は令和３年４月１日から施行する。 








